
三原市経営企画部地域企画課

令和８年度三原市地域おこし協力隊フォローアップ業務 
質問及び回答 

 
 

 番号 質問事項 回答

 １ 業務仕様書　３業務概要（2）内容　に

ついて 
・記載されている業務内容について、実

施時期の指定はございますか。

実施時期の指定はありませんが、全隊

員を対象として以下の取組を行ってい

ますので、この情報も参考に実施内容

をご提案ください。 
・定例会議（月１回・１時間～２時間） 
・配置地域での報告会（９月頃） 
https://www.city.mihara.hiroshima.j
p/soshiki/21/191299.html 
・市全体での報告会（３月頃） 
https://www.city.mihara.hiroshima.j
p/soshiki/21/181300.html 
※令和６年度は動画の作成・公表を市全体での

報告会として実施

 ２ 業務仕様書　３業務概要（2）内容　 

ア 隊員の活動や生活に関する日々の相

談対応に関する事項　について 

・現地対応が必要でしょうか。 

・現在はどのように相談対応されてい

るのか可能であればご教示いただきた

いです。

オンラインでの対応も可能です。現在

は上記の会議後や、個別に日程調整を

行い相談対応を行っています（オンラ

インと対面の両方で実施）。

 ３ 業務仕様書　３業務概要（2）内容 

エ 隊員へのフォローアップ体制構築に

係るアドバイスに関する事項について 

①事業の受託者が三原市職員様に対し

て、フォローアップ体制構築のアドバイ

スを行うという認識でよろしいでしょ

うか。 

②現状の取り組みがございましたら、ご

教示いただきたいです。

①お見込みのとおりです。 

②現状では、他都市のフォローアップ

事例を踏まえたアドバイスをいただい

ています。

 ４ ・一部業務の再委託は可能でしょうか。 
可能であれば、再委託の範囲についてご教

　一部業務の再委託については、「あら

かじめ発注者（市）の承諾を得た場合」
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 示をお願いいたします。（全体業務の何割

等）

にのみ行うことが可能です。従って、再

委託を行おうとする内容や金額等を提

示いただいた上で、発注者（市）に相談

をお願いします。 
　再委託については、個別のケースに応

じて判断していくこととなりますので、

一律に範囲や割合等を提示することが

困難な状況ではありますが、受注者と締

結予定の契約書においては、業務の全部

又は一部を第三者に再委託してはなら

ないことを原則としておりますので、業

務の根幹部分の再委託は認められない

こととなります。


